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年

十
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日
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答

弁

第

三

一

号 
   

衆
議
院
議
員
緒
方
克
陽
君
提
出
自
動
車
ガ
ラ
ス
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
九
第
三
一
号 

昭
和
六
十
二
年
十
月
九
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
緒
方
克
陽
君
提
出
自
動
車
ガ
ラ
ス
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
六
十
二
条
第
一
項
の
継
続
検
査
、
街
頭
に
お
け

る
関
係
行
政
機
関
の
連
携
に
よ
る
検
査
等
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
着
色
フ
ィ
ル
ム
の
ち
よ
う
付
も
含
め
、
道
路

運
送
車
両
の
保
安
基
準(

昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
。
以
下｢

保
安
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
し
て

い
な
い
自
動
車
の
排
除
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
継
続
検
査
等
に
お
い
て
厳
正
に
対
処
し
て

ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 

ま
た
、
同
フ
ィ
ル
ム
の
ち
よ
う
付
状
況
の
全
国
的
な
把
握
に
も
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

自
動
車
の
前
面
ガ
ラ
ス
等
へ
の
い
わ
ゆ
る
着
色
フ
ィ
ル
ム
の
ち
よ
う
付
に
対
し
て
は
、
街
頭
に
お
け
る
関
係

行
政
機
関
の
連
携
に
よ
る
検
査
等
に
お
い
て
、
ち
よ
う
付
の
状
態
等
に
応
じ
指
導
等
の
措
置
を
と
つ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
効
果
的
な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
に
対
し
て
は
、
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
自
動
車
に
つ
い
て
、
分
解
整
備
等

を
行
う
際
に
保
安
基
準
へ
の
適
合
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
指
導
を
行
つ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
着
色
フ
ィ
ル
ム
は
、
断
熱
効
果
、
ガ
ラ
ス
飛
散
防
止
効
果
等
の
効
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

自
動
車
の
み
な
ら
ず
建
物
の
窓
ガ
ラ
ス
に
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
動
車
に
用
い
ら
れ
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
等
に
よ
り
そ
の
使
用
に
関
し
所
要
の
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
交
通 

ま
た
、
自
動
車
用
品
を
販
売
す
る
者
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

五 

事
故
防
止
の
観
点
か
ら
の
対
応
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

保
安
基
準
は
、
道
路
運
送
車
両
に
関
し
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上
必
要
な
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ 

り
、
運
転
に
必
要
な
視
野
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
保
安
上
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




